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１．はじめに

工事概要
�１ 工 事 名：近畿自動車道

門真ジャンクション（鋼上部工）
工事

�２ 発 注 者：西日本高速道路（株）関西支社
�３ 工事場所：大阪府門真市大字稗島～

大阪市鶴見区茨田大宮
�４ 工 期：平成１８年１１月３日～

平成２１年１１月１６日
本工事は近畿自動車道と第二京阪道路を結ぶジ
ャンクション工事である。大阪都市圏・京都都市
圏間を相互に連絡し、国道１号の慢性的な渋滞と
周辺道路の交通混雑を緩和するとともに、名神高
速道路・京滋バイパス・国道１号と一体となって
近畿圏における幹線道路網を形成するための重要

な役割を果たす道路である。

２．現場における問題点

本工事は、総延長約２，０００mにおよぶ合成床版
を有する鋼連続非合成細幅箱桁（A・B・C・D
ランプ）４橋と鋼・コンクリート複合構造を含む
鋼製橋脚６基の施工である。架設位置は図―１に
示すように近畿自動車道ならびに大阪府道中央環
状線、花博道路といった主要幹線を跨ぐ市街地の
ジャンクション工事であり、特に大阪府道中央環
状線は本線と副道の合計４車線の内、最低２車線
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１５
施工計画

図―１ 現場状況 図―２ 回転横取り架設

【 回転横取り前 】

【 回転横取り後 】

－２４８－



の交通確保する条件下で交通規制形態を計画する
必要があった。また、物流倉庫上空の架設におい
ては、敷地内にベントを設置できなかったため、
架設工法を検討する必要があった。

３．工夫・改善点

�１ 大ブロックの回転横取り架設
Ａランプ橋のAP７～AP８間は図―２に示すよ
うに物流倉庫上空を横断する計画である。物流倉
庫の営業を妨がないために、敷地内にはベントを
設置できなかった。大阪府道中央環状線の歩道の
一部を占用して鋼桁の地組立と合成床版の架設を
行い、この大ブロックを回転させて所定位置まで
移動させる回転横取り工法を採用した。軌条設備
を直線軌条としたため、主桁回転に伴う角度変化
（約３０°）と支間長変化（約３．８ｍ）を生じるが、
２軸スライド装置（マジックスライド）の追随機
能で対処し、１夜間で回転横取りを完了した。
�２ 近畿自動車道通行止めによる一括架設
Ａランプ橋のAP３～AP４間及びＢランプ橋
のBP１０～BP１１間は近畿自動車道上の架設となる

が、高速道路の通行止め日数を最小限とするため、
Ａランプ・Ｂランプとも５５０t 吊油圧クレーンに
て、２橋同時に大ブロック架設を行うこととした。
大ブロックの架設後に横桁の架設と高力ボルト
の締付、検査路及び合成床版パネルの設置を３夜
間で完了させた（図―３、図―４）。
�３ 大型ベントを使用した張り出し架設
Ｂランプ橋のBP９～BP１０間は物流倉庫の上空
および前述した回転横取りのＡランプ橋上となる。
図―５・６に示すBP１０ベントは大阪府道中央環

図―３ 近畿自動車道上の架設 (Ａランプ橋)

図―４ 近畿自動車道上の架設 (Ｂランプ橋)

図―５ ＢＰ１０ベント構造図

図―６ ＢＰ１０ベント

図―７ 大型ベントの運搬車両
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状線の副道を跨ぎ、本線と近接することから、門
形形式の張り出し構造とした。張り出し状態の工
事桁には安定性を確保するために後部に１５７t の
カウンターウェイトを載荷した。
ベント組立・解体作業においては予め作業ヤー
ドでブロック化したベントを図―７に示す特殊車
両で運搬し、組立・解体することで道路上での作
業日数を最小限とし、一般交通の確保に努めた。

４．おわりに

本工事は、市街地工事であり、４０種類を越える
規制タイプを組合せて延べ２００日以上の交通規制
を実施し、平成２１年１１月１６日に無事工事を竣功す
ることができました。
工事を進めるにあたり、発注者および工事関係
者の方々にご指導、ご協力を頂きました。ここに
深く感謝いたします。
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